
令和元年度

岡山県道路メンテナンス会議

○日 時： 令和元年８ 月 ７ 日（ 水）

１４： １０～

○場 所： 岡山国道事務所 ３階会議室

（ 岡山市北区富町二丁目１９－１２）

議事次第

１． 開会

２． 議事

(1) 規約改正

(2) 道路メンテナンス会議年間スケジュール

(3) 点検１巡目（ Ｈ２６～Ｈ３０） の結果

(4) 点検２巡目（ Ｒ元～Ｒ５） の計画

(5) 令和元年度メンテナンス会議等主催の講習会等

(6) 情報提供

・ インフラメンテナンス会議「 ちゅうごく 」 について

３． 連絡調整

４． 閉会



（別紙－１）

役　職 氏　名

会長 国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所長 松野　栄明 岡山国道事務所長 松野　栄明

副会長 岡山県土木部 道路建設課長 長尾　俊彦 参事 川上　次郎

副会長 岡山県土木部 道路整備課長 今井田　義明 総括副参事 常森　通浩

副会長 岡山市都市整備局 道路部　道路港湾管理課長 大林　弘明 道路部　道路港湾管理課長 大林　弘明

副会長 岡山市都市整備局 道路部　道路予防保全課長 横山　浩三 道路部　道路予防保全課長 横山　浩三

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 岡山高速道路事務所長 田中　克彦 岡山高速道路事務所長 田中　克彦

本州四国連絡高速道路株式会社 岡山管理センター所長 津村　敏之 岡山管理センター所長 津村　敏之

倉敷市 土木部長 渋川　新吾 土木部長 渋川　新吾

津山市 都市建設部長 岡部　卓史 都市建設部長 岡部　卓史

玉野市 建設部長 小橋　康彦 土木課長 熊沢　信之

笠岡市 建設部長 山岸　雄一 建設部長 山岸　雄一

井原市 建設部長 谷本　悦久 建設部長 谷本　悦久

総社市 建設部長 林　圭一 建設部長 林　圭一

高梁市 産業経済部長 大福　範義 産業経済部 大福　範義

新見市 建設部長 西村　和夫 建設部　建設課長 伊藤　信明

備前市 建設部長 藤森　亨 建設部 建設課長 淵本　安志

瀬戸内市 産業建設部長 難波　利光 産業建設部長 難波　利光

赤磐市 建設事業部長 杉原　洋二 主幹 行正　敦

真庭市 建設部長 宮本　隆志 建設部長 宮本　隆志

美作市 建設部長 春名　隆広 建設部長 春名　隆広

浅口市 産業建設部長 井上　聡 産業建設部建設業務課長 田辺　義博

和気町 産業建設部長 今田　好泰 都市建設課長 久永　敏博

早島町 建設農林課長 大﨑　俊二 建設農林課長 大﨑　俊二

里庄町 農林建設課長 仁科　成彦 農林建設課長 仁科　成彦

矢掛町 建設課長 渡邉　孝一 建設課長 渡邉　孝一

新庄村 産業建設課長 高岡　秀行 産業建設課長 高岡　秀行

鏡野町 建設課長 安道 智秋 建設課長 安道　智秋

勝央町 産業建設部参事 安東　弘昌 産業建設部　総括参事 安東　弘昌

奈義町 地域整備課長 浅野　康之 地域整備課長 浅野　康之

西粟倉村 建設課長 小椋　一成 建設課長 小椋　一成

久米南町 建設水道課長 横満　佳明 建設水道課長 横満　佳明

美咲町 建設課長 國宗　順 建設課長 國宗　順

吉備中央町 建設課長 岡本　一志 建設課長 岡本　一志

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長 堀江　豊 副所長 森岡 敏幸

公益財団法人岡山県建設技術センター 技術部長 安倉　俊雄 技術第一課長 原　泰秀

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官 和田　昌也 地域道路課長 加田　厚

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官 藤原　浩幸 道路保全企画官 藤原　浩幸
オブザーバー

事務局

西日本高速道路株式会社中国支社　岡山高速道路事務所　統括課

令和元年度　第１回　岡山県道路メンテナンス会議　出席者名簿

当日出席者

国土交通省中国地方整備局　岡山国道事務所　計画課・管理第二課

岡山県土木部　道路建設課

岡山県土木部　道路整備課

岡山市都市整備局　道路港湾管理課

組　織　名 役　職 氏　名

岡山市都市整備局　道路予防保全課



令和元年度　第１回　岡山県道路メンテナンス会議
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吉備中央町

新庄村

岡山市 都市整備局

道路予防保全課長

岡山市 都市整備局

道路港湾管理課長

津山市

井原市

総社市

西日本高速道路（株）

岡山高速道路事務所長

本州四国連絡高速道路（株）

岡山管理センター所長

倉敷市

玉野市

笠岡市

高梁市
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令和元年度 第１回 岡山県道路メンテナンス会議

【 公開】

（ １ ） 規約改正 資料 １ P 1

（ ２ ） 道路メンテナンス会議年間スケジュール 資料 ２ P ５

（ ３ ） 点検１巡目（ Ｈ２６～Ｈ３０） の結果 資料 ３ P ６

（ ４ ） 点検2巡目（ Ｒ元～Ｒ５） の計画 資料 ４ P１７

（ ５ ） 令和元年度メンテナンス会議等主催の講習会等 資料 ５ P１８

（ ６ ） 情報提供

・ インフラメンテナンス会議「 ちゅうごく 」 について 資料 ６ P２１





岡山県道路メンテナンス会議規約

（ 名 称）

第１条 本会議は、「 岡山県道路メンテナンス会議」（ 以下「 会議」 という。） と称する。

（ 目 的）

第２条 会議は、道路法（ 昭和27年法律第180号） 第２８条の２に規定の「 協議会」 に位

置付けるものとし、岡山県内の道路管理を計画的、効率的に行うため、各道路管理者が

相互に連絡調整等を行うことにより、道路施設等の予防保全・ 老朽化対策の強化等を図

ることを目的とする。

（ 協議事項）

第３条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

一 道路施設の維持管理等に係る情報共有・ 情報発信に関すること。

二 道路施設の点検、修繕計画等の把握・ 調整に関すること。

三 道路施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。

四 その他道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項

（ 組 織）

第４条 会議は、別表１に掲げる、岡山県内における高速自動車国道、一般国道、県道及

び市町村道の各道路管理者等で組織する。

２ 会議には、会長及び副会長５名を置く ものとし、会長は国土交通省中国地方整備局岡

山国道事務所長、副会長は岡山県土木部道路建設課長、同道路整備課長、岡山市都市整

備局道路港湾管理課長、同道路予防保全課長及び西日本高速道路株式会社中国支社岡山

高速道路事務所長とする。

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。

４ 会長は、個別課題等についての検討・ 調整を行うため、専門部会を設置することがで

きる。

５ 会議には、高速自動車国道、一般国道、県道及び市町村道の各道路管理者からなる幹

事会を置く ものとし、構成は別表２のとおりとする。

６ 道路施設等の不具合発生時等における技術的な助言、専門的な研究機関等への技術相

談の窓口を、国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所に置く 。

（ 会議の運営）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、運営する。

２ 会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。

（ 幹事会）

第６条 幹事会は、必要に応じて幹事長が招集し、次の事項について調整する。

一 会議の運営全般についての補助、会員相互の連絡調整に関すること。

二 会議における議題の調整に関すること。

三 その他会議の運営に際し必要となる事項の調整に関すること。

（ 改正案）
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（ 事務局）

第７条 会議の事務局は、国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所計画課、同管理第二

課、岡山県土木部道路建設課、同道路整備課、岡山市都市整備局道路港湾管理課、同道

路予防保全課及び西日本高速道路株式会社中国支社岡山高速道路事務所統括課に置く 。

（ 規約の改正）

第８条 本規約の改正等は、会議の審議・ 承認を得て行う。

（ その他）

第９条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。

（ 附 則）

本規約は、平成２６年５月１６日から施行する。

平成２７年６月５日 改正

平成２８年７月８日 改正

平成２９年７月６日 改正

平成３０年３月１９日 改正

平成３１年３月２５日 改正

令和元年８月 日 改正
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別表１

組　織　名 役　職

会長 国土交通省中国地方整備局 岡山国道事務所長

副会長 岡山県土木部 道路建設課長

副会長 岡山県土木部 道路整備課長

副会長 岡山市都市整備局道路部 道路港湾管理課長

副会長 岡山市都市整備局道路部 道路予防保全課長

副会長 西日本高速道路株式会社中国支社 岡山高速道路事務所長

本州四国連絡高速道路株式会社 岡山管理センター所長

倉敷市 土木部長

津山市 都市建設部長

玉野市 建設部長

笠岡市 建設部長

井原市 建設部長

総社市 建設部長

高梁市 産業経済部長

新見市 建設部長

備前市 建設部長

瀬戸内市 産業建設部長

赤磐市 建設事業部長

真庭市 建設部長

美作市 建設部長

浅口市 産業建設部長

和気町 産業建設部長

早島町 建設農林課長

里庄町 農林建設課長

矢掛町 建設課長

新庄村 産業建設課長

鏡野町 建設課長

勝央町 産業建設部参事

奈義町 地域整備課長

西粟倉村 建設課長

久米南町 建設水道課長

美咲町 建設課長

吉備中央町 建設課長

国土交通省中国地方整備局 中国技術事務所長

公益財団法人岡山県建設技術センター 技術部長

国土交通省中国地方整備局　道路部 地域道路調整官

国土交通省中国地方整備局　道路部 道路保全企画官

岡山県・道路メンテナンス会議　名簿

オブザーバー

事務局

国土交通省中国地方整備局　岡山国道事務所　計画課・管理第二課

岡山県土木部　道路建設課

岡山県土木部　道路整備課

岡山市都市整備局　道路港湾管理課

西日本高速道路株式会社中国支社　岡山高速道路事務所　統括課

岡山市都市整備局　道路予防保全課
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別表２

所　属 役　職

幹事長 国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所 総括保全対策官

副幹事長 岡山県土木部道路建設課 参事

副幹事長 岡山県土木部道路整備課 総括副参事

副幹事長 岡山市都市整備局道路部道路港湾管理課 課長補佐

副幹事長 岡山市都市整備局道路部道路予防保全課 課長補佐

副幹事長 西日本高速道路株式会社中国支社　岡山高速道路事務所 副所長

国土交通省中国地方整備局道路部 地域道路課長

国土交通省中国地方整備局道路部 道路構造保全官

本州四国連絡高速道路株式会社　岡山管理センター 副所長

倉敷市 副参事

津山市 土木課長都市建設部次長兼土木課長

玉野市 土木課長

笠岡市 建設部次長兼建設管理課長

井原市 都市建設課長建設部参与

総社市 地域応援課長建設部次長

高梁市 建設課長

新見市 建設課長

備前市 建設課長

瀬戸内市 建設課長

赤磐市 建設課長

真庭市 建設課長

美作市 建設課長

浅口市 建設業務課長産業建設部次長兼建設業務課長

和気町 産業建設部長都市建設課長

早島町 建設農林課　係長

里庄町 農林建設課長

矢掛町 建設課長

新庄村 産業建設課長

鏡野町 建設課課長補佐

勝央町 産業建設部参事補

奈義町 地域整備課長

西粟倉村 建設課長

久米南町 建設水道課長

美咲町 建設課長

吉備中央町 建設課長

国土交通省中国地方整備局中国技術事務所 副所長

岡山県・道路メンテナンス会議　幹事会名簿

事務局

国土交通省中国地方整備局　岡山国道事務所　計画課・管理第二課

岡山県土木部　道路建設課

岡山県土木部　道路整備課

岡山市都市整備局　道路港湾管理課

西日本高速道路株式会社中国支社　岡山高速道路事務所　統括課

岡山市都市整備局　道路予防保全課
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2月

3月

11月

12月

1月

8月

9月

10月

7月

年間スケジュール（令和元年度）

4月

6月

5月

道路メンテナンス年報の公表 8月頃

『道路メンテナンス会議』（第1回） ８月７日
○内容 ※議論型の会議

・規約改正

・Ｈ３０年度点検結果の確認

道路法７７条第１項に基づく道路の維持又は修繕の実施状

■〆５／３

『跨道橋連絡会議』（第1回） ８月７日

『道路メンテナンス会議』（第2回）
○内容

１）令和元年度の点検実施状況

３）補修実施状況

２）平成３１年度の取り組み予定 等

『鉄道道路連絡会議』（第1回）

道路法７７条第１項に基づく道路の維持又は修繕の実施状

『実務担当者を対象とした定期点検要領

（技術的助言）の説明会』 ５月１６日

○定期点検のための知識習得

『点検支援技術活用講習会』 ７月１７日

○点検支援技術に対する理解を深め、定期点検業務の中

での技術の活用方法や留意点等に関する知見を習得

『溝橋の定期点検実務講習会』 ９月１７日

○溝橋を対象に点検のための知識習得

『トンネル点検に関する見学会』 ７月２２日

○点検作業の効率化を目指したトンネル点検車による点検

の視察

『担い手育成に関する取り組み』 ８月８日

『担い手育成に関する取り組み』 ６月２１日

【岡山県実施】『橋梁を対象に点検や予防保全のための知識習得』 ６月１４日

○道路構造物を対象に点検や予防保全のための知識習得

【岡山県実施】『橋梁保全に関する講習会』 ６月２７・２８日

○橋梁を対象に点検や予防保全のための知識習得

『実務担当者会議』 ※必要に応じて

○内容

・進捗確認

・道路メンテナンス実施についての意見交換

【岡山県実施】『岡山県橋梁保全実践講座』

○小規模な橋梁を中心に、直営点検の実施に資する現場

【岡山県実施】『道路メンテナンスミーティング』

○橋梁等の道路施設のメンテナンスを行っていく中で、苦慮

している事案等について、県・各市町村の担当職員による意

資料２
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中国地整管内の点検実施状況(全体) 【 速報値】

1

○平成26年度～平成３ ０年度までの1巡目の点検実施状況は、新設や架け替え工事中、被災により点検がで

きなかったものを除き、点検を完了。

○令和元年度からも、 点検の平準化や点検支援技術の活用など効率化を図り、2巡目の点検を計画的に実施す

る予定。

【 ５年間の点検計画と平成２９年度までの点検実施状況】 【 道路管理者別点検状況】

道路施設
管理施設数
①

H2 6～H30

点検計画数

②

H26～H3 0

点検実施数

③

H2 6～H3 0

点検実施率

④=③/①

橋梁 94 ,9 66 94 ,3 82 9 4,76 4 1 00 %

トンネル 1 ,41 8 1 ,3 79 1,4 0 6 9 9%

道路付属物等 2 ,75 8 2 ,8 10 2,7 3 5 9 9%

【 橋梁】

道路施設
管理施設数

①

H26～H3 0

点検計画数

②

H2 6～H30

点検実施数

③

H2 6～H30

点検実施率

④=③/①

国土交通省 4 ,8 74 4,92 8 4 ,85 0 1 00 %

高速道路会社 2 ,2 47 2,26 1 2 ,24 6 1 0 0%

地方公共団体 8 7,8 45 8 7,19 3 87 ,6 68 1 0 0%

合計 9 4,9 66 9 4,38 2 94 ,7 64 1 00 %

【 トンネル】

道路施設
管理施設数

①

H26～H3 0

点検計画数

②

H2 6～H30

点検実施数

③

H2 6～H30

点検実施率

④=③/①

国土交通省 2 6 5 23 5 2 65 1 0 0%

高速道路会社 3 0 8 31 0 3 08 1 00 %

地方公共団体 8 4 5 83 4 8 33 9 9 %

合計 1 ,4 18 1,37 9 1 ,40 6 9 9 %

【 道路付属物】

道路施設
管理施設数

①

H26～H3 0

点検計画数

②

H2 6～H30

点検実施数

③

H2 6～H30

点検実施率

④=③/①

国土交通省 8 7 4 98 8 8 72 1 0 0%

高速道路会社 6 1 0 60 3 6 04 9 9 %

地方公共団体 1 ,2 74 1,21 9 1 ,25 9 9 9 %

合計 2 ,7 58 2,81 0 2 ,73 5 9 9 %

※管理施設数①は、Ｈ３１．３末現在

※点検計画数②は、Ｈ２６年度点検計画策定時の点検計画数
※点検実施数③及び点検実施率④は速報値

※管理施設数①は、Ｈ３１．３末現在

※点検計画数②は、Ｈ２６年度点検計画策定時の点検計画数

※点検実施数③及び点検実施率④は速報値

資
料
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中国地整管内の点検結果、 修繕実施状況(全体) 【 速報値】

○1巡目(平成2 6年度～平成30年度)の点検結果は、 Ⅲ判定(早期措置段階)以上が、橋梁が1割、トンネルが5割、 道路附属物等が2割

○修繕の着手状況は、 橋梁が国土交通省： 75 % 、高速道路会社： 2 5% 、 県・ 政令市等、市町村： 1 5～1 7%

トンネルが国土交通省： 8 4 % 、高速道路会社： 66 % 、県・ 政令市等、市町村： 4 1～3 2 %

道路附属物等が国土交通省： 5 2% 、高速道路会社： 8 3% 、 県・ 政令市等、市町村： 1 8～1 9% に着手している。

【 点検診断結果（ 平成2 6～３０年度） 】

51%

2%

32%

39%

51%

49%

10%

47%

19%

0. 04%

0. 3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

橋梁

(91, 782)

ト ンネル

(1, 403)

道路付属物等

(2, 747)

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

【 道路管理者別修繕着手状況（ 平成2 6～2 9年度点検施設） 】
橋梁

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 66 66

H27 33 30 H26～H29

H28 27 21 75 %

H29 44 11

H26 4 3

H27 71 21 H26～H29

H28 8 3 25 %

H29 161 35

H26 601 88

H27 453 116 H26～H29

H28 931 128 15 %

H29 648 54

H26 894 177

H27 1 ,320 290 H26～H29

H28 1 ,379 211 17 %

H29 930 82

7 ,570 1,336

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

国土交通省

高速道路会社

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

市町村

都道府県･政令市等

100%

9 1%

78%

2 5%

75%

30%

38%

22 %

15%

26%

14%

8%

2 0%

22%

15%

9%

0% 2 0% 4 0% 60% 80% 1 00%

トンネル

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 24 24

H27 22 22 H26～H29

H28 11 11 84%

H29 13 2

H26 49 18

H27 1 00 87 H26～H29

H28 31 24 66%

H29 15 0

H26 21 11

H27 78 35 H26～H29

H28 61 27 41%

H29 49 13

H26 14 8

H27 2 1 H26～H29

H28 12 3 32%

H29 16 2

都道府県･政令市等

市町村

点検
実施

年度

国土交通省

高速道路会社

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

100 %

100 %

100 %

15%

37%

87 %

77 %

0 %

52%

45%

44%

2 7%

57%

50%

25%

13 %

0 % 20% 40% 6 0% 80% 100 %

道路附属物等

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 0 0

H27 8 8 H26～H29

H28 14 11 52%

H29 32 9

H26 13 11

H27 23 23 H26～H29

H28 1 1 83%

H29 5 0

H26 38 22

H27 81 13 H26～H29

H28 60 18 18%

H29 122 2

H26 21 1

H27 13 5 H26～H29

H28 12 3 19%

H29 12 2

455 129

国土交通省

高速道路会社

都道府県･政令市等

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

市町村

0%

1 00%

79%

28 %

8 5%

1 00%

1 00%

0%

58 %

16%

30%

2%

5%

38%

25 %

1 7%

0% 20% 40% 6 0% 8 0% 100 %

※平成26～29年度に判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された施設のうち、平成30年度まで
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【機密性２平成３０年度点検の実施状況（岡山県内） ※速報値

○平成26年7月の省令施行を踏まえ、全ての橋梁、トンネル等について、5年に1回の近接目視による点検計画を策定

○平成30年度末までの点検実施率（見込み）は、橋梁約99.9％、トンネル約100％、道路附属物等約100％

○平成30年度末までの点検実施率は、橋梁で平成３０年７月豪雨の影響等により１５橋が点検できず

トンネル、道路附属物等は全て点検を実施

管理者

管理施設

数

①

点検

計画

無し

②

H30

災害

のた

め未

点検

③

H26～

H29点検

実施数

④

H30点検

実施数

➄

点検

実施率
➅=

(④+➄)/

(①-②)

点検

未実

施数

橋
梁

国土交通省 1,042 0 0 853 189 100% 0

高速道路会社 732 0 0 619 113 100% 0

地方公共団体 31,333 97 15 25,844 5,377 99.9% 0

合計 33,107 97 15 27,316 5,679 99.9% 0

ト
ン

ネ

ル

国土交通省 11 0 0 2 9 100% 0

高速道路会社 98 0 0 96 2 100% 0

地方公共団体 136 2 0 105 29 100% 0

合計 245 2 0 203 40 100% 0

道
路

附

属

物
等

国土交通省 162 0 0 135 27 100% 0

高速道路会社 224 0 0 197 27 100% 0

地方公共団体 362 1 0 275 87 100% 0

合計 749 1 0 607 141 100% 0

※管理施設数①はH31.3.31現在の見込み施設数。
※点検計画無し②には、新規供用等でH26～30年度に定期点検を実施しない
施設を含む。

＜５年間の点検計画と平成30年度までの実施状況（見込み）＞

5%

24%

9%

17%

26%

20%

25%

10%

23%

26%

14%

28%

26%

26%

20%

点検計画 H26 点検計画 H27 点検計画 H28 点検計画 H29 点検計画 H30

※四捨五入の関係で表示の合計が合わない場合がある。

点検実績 H26 点検実績 H27 点検実績 H28

5% 17% 29%

20% 22%

橋梁

ﾄﾝﾈﾙ

道路附
属物等

H30末計画実施率：99.9%

H30末計画実施率：100%
23% 23% 16%

9%

32%

20%

30%

18%

18%

17%

H30末計画実施率：100%

点検実績 H29 点検実績 H30

資
料
３
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【機密性２岡山県の平成30年度点検結果（橋梁）

＜平成３０年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者
管理施設数
（ H31.3.31現在）

H30
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 １ ,０４ ２ １８９ １１ ７ ４９ ２ ３ ０

高速道路会社 ７３ ２ １１３ ３ ６７ ４ ３ ０

県・ 政令市 １ ３ ,２６ ３ １， ８０１ １ ,２９ １ ４０３ １０ ７ ０

市町村 １ ８ ,０７ ０ ３， ５７６ ２ ,６６ ８ ７４９ １５ ７ ２

合計 ３ ３ ,１０ ７ ５， ６７９ ４ ,０７ ９ １， ２６８ ３３ ０ ２

○岡山県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（ 緊急に措置すべき状態） 2橋（ 0. 03%） 、判定区分Ⅲ（ 早期

に措置を講ずべき状態） は330橋（ 6%） 、 さらに、 判定区分Ⅱ（ 予防保全の観点から措置を講ずるこ

とが望ましい状態） は1, 268橋（ 22%）

※点検実施数はH31.3 .31現在
※速報値 資

料
３
-３
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【機密性２

○岡山県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（ 早期に措置を講ずべき状態） は18箇所（ 45%） 、 さら

に、 判定区分Ⅱ（ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態） は21箇所（ 53%）

＜平成３０年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者
管理施設数
（ H31.3.31現在）

H30
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 １ １ ９ ０ ８ １ ０

高速道路会社 ９ ８ ２ ０ ２ ０ ０

県・ 政令市 １０ ０ １３ １ ４ ８ ０

市町村 ３ ６ １６ ０ ７ ９ ０

合計 ２４ ５ ４０ １ ２１ １ ８ ０

岡山県の平成30年度点検結果（トンネル）

※点検実施数はH31.3.31現在
※速報値
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【機密性２

○岡山県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅲ（ 早期に措置を講ずべき状態） は56箇所（ 19%） 、

さらに、判定区分Ⅱ（ 予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態） は135箇所（ 46%）

＜平成３０年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者
管理施設数
（ H31.3.31現在）

H30
点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 １６ ２ ２７ １ ２ １４ １ ０

高速道路会社 ２２ ４ ２７ ５ ２２ ０ ０

県・ 政令市 ２９ ２ ７０ ２ ８ ３３ ９ ０

市町村 ７ １ １７ ６ ６ ５ ０

合計 ７４ ９ １４１ ５ １ ７５ １ ５ ０

岡山県の平成30年度点検結果（道路附属物等）

※点検実施数はH31.3.31現在
※速報値
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資料３－4

平成31年3月3１日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 1,042 189 117 49 23 0

高速道路会社 732 113 3 67 43 0

岡山県 3,699 779 459 251 69 0

岡山市 9,564 1,022 832 152 38 0

倉敷市 6,065 1,063 879 152 32 0

津山市 1,316 582 457 99 25 1

玉野市 516 104 73 26 5 0

笠岡市 761 137 113 20 4 0

井原市 503 116 105 4 7 0

総社市 810 188 140 36 12 0

高梁市 664 144 101 40 3 0

新見市 890 99 25 69 5 0

備前市 502 2 2 0 0 0

瀬戸内市 580 160 137 18 5 0

赤磐市 566 88 71 15 2 0

真庭市 1,053 257 147 88 21 1

美作市 816 216 113 99 4 0

浅口市 411 46 42 2 2 0

和気町 273 57 45 9 3 0

早島町 193 18 18 0 0 0

里庄町 73 1 1 0 0 0

矢掛町 280 0 0 0 0 0

新庄村 54 13 2 2 9 0

鏡野町 441 108 76 29 3 0

勝央町 134 27 7 17 3 0

奈義町 204 34 26 7 1 0

西粟倉村 53 12 1 5 6 0

久米南町 140 1 0 1 0 0

美咲町 461 67 55 7 5 0

吉備中央町 311 36 32 4 0 0

合計 33,107 5,679 4,079 1,268 330 2

※速報値

管理者 点検実施数
判定区分内訳管理施設数

（H29.3末時点）

平成３０年度　道路橋　診断結果
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平成31年3月3１日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 11 9 0 8 1 0

高速道路会社 98 2 0 2 0 0

岡山県 86 13 1 4 8 0

岡山市 14 0 0 0 0 0

倉敷市 10 10 0 4 6 0

津山市 1 1 0 1 0 0

玉野市 4 1 0 0 1 0

笠岡市 1 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0

総社市 1 0 0 0 0 0

高梁市 2 0 0 0 0 0

新見市 6 0 0 0 0 0

備前市 1 1 0 0 1 0

瀬戸内市 0 0 0 0 0 0

赤磐市 0 0 0 0 0 0

真庭市 5 1 0 0 1 0

美作市 1 1 0 1 0 0

浅口市 1 0 0 0 0 0

和気町 0 0 0 0 0 0

早島町 0 0 0 0 0 0

里庄町 0 0 0 0 0 0

矢掛町 1 1 0 1 0 0

新庄村 0 0 0 0 0 0

鏡野町 0 0 0 0 0 0

勝央町 0 0 0 0 0 0

奈義町 0 0 0 0 0 0

西粟倉村 1 0 0 0 0 0

久米南町 0 0 0 0 0 0

美咲町 1 0 0 0 0 0

吉備中央町 0 0 0 0 0 0

合計 245 40 1 21 18 0

※速報値

管理者 管理施設数
（H29.3末時点）

点検実施数
判定区分内訳

平成３０年度　トンネル　診断結果
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平成31年3月3１日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 162 27 12 14 1 0

高速道路会社 224 27 5 22 0 0

岡山県 182 37 12 21 4 0

岡山市 110 33 16 12 5 0

倉敷市 40 1 0 0 1 0

津山市 5 5 2 0 3 0

玉野市 1 1 0 1 0 0

笠岡市 3 0 0 0 0 0

井原市 0 0 0 0 0 0

総社市 8 4 0 4 0 0

高梁市 0 0 0 0 0 0

新見市 0 0 0 0 0 0

備前市 0 0 0 0 0 0

瀬戸内市 0 0 0 0 0 0

赤磐市 0 0 0 0 0 0

真庭市 0 0 0 0 0 0

美作市 1 1 1 0 0 0

浅口市 5 2 2 0 0 0

和気町 0 0 0 0 0 0

早島町 0 0 0 0 0 0

里庄町 5 1 0 1 0 0

矢掛町 0 0 0 0 0 0

新庄村 0 0 0 0 0 0

鏡野町 0 0 0 0 0 0

勝央町 0 0 0 0 0 0

奈義町 1 0 0 0 0 0

西粟倉村 0 0 0 0 0 0

久米南町 0 0 0 0 0 0

美咲町 1 1 0 0 1 0

吉備中央町 1 1 1 0 0 0

合計 749 141 51 75 15 0

※速報値

管理者 管理施設数
（H29.3末時点）

点検実施数
判定区分内訳

平成３０年度　道路附属物等　診断結果
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【機密性２

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況 対応方針

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況 対応方針

判定区分Ⅳの構造物リスト（岡山県）

平成２６年度から３０年度の定期点検における、判定区分Ⅳに該当する施設は、橋梁５施設。

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり 、早期に措
置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性
が著しく高く 、 緊急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 措置状況 対応方針

津山市
加茂橋 市道神庭

２２号線
1935

【 H28点検】

主桁ゲルバーヒンジ部の
受け桁側に、ひび割れ、

断面欠損を確認。

全面通行止

↓
交通規制な

し

ゲルバー
補強、断

面修復を

実施済

H31.４月
規制解除

奈義町 石ヶ逧橋
町道石ヶ
逧線

1963

【 H29点検】
木製主桁の腐食による
破断が生じ、橋半分が

落橋している。

全面通行止 対応未定

新見市

下広瀬

２号橋
市道唐松
広瀬線

1973
【 H29点検】
主桁・ 床版に著しい

腐食がみられる。

全面通行止 対応未定

津山市
小坂橋 市道大井

西30号線
1974

【 H30点検】
主桁の継手部ボルト
が20本中、 2本脱落

（ 10%） 、 1本脱落
（ 5%） の2か所で確認

された。

全面通行止
↓

交通規制な

し

脱落部へ
のボルト

設置済
※次回点
検までに

F10Tへ交
換予定

真庭市
上湯船橋 市道上湯

船線
1982

【 H30点検】

床版木材腐敗欠損。
路面の凹凸。

全面通行止

利用目的
を考慮し
た上で、

撤去、又
は架け替
えを検討

中

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○橋梁

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○道路附属物等

○トンネル

判定区分Ⅳ該当施設なし

判定区分Ⅳ該当施設なし

資
料
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１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率
（Ｂ／Ａ）

H2 6 0 0

H2 7 5 5 H26～H29

H2 8 1 1 75 %

H2 9 2 0

H2 6 4 3

H2 7 5 5 H26～H29

H2 8 0 0 80 %

H2 9 1 0

H2 6 0 0

H2 7 0 0 H26～H29

H2 8 23 1 1 9%

H2 9 93 0

H2 6 0 0

H2 7 3 0 H26～H29

H2 8 8 3 38 %

H2 9 2 2
147 3 0

国土交通省

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

高速道路会社

都道府県･政令市等

市町村

0%

10 0%

10 0%

0%

75%

10 0%

0%

0%

0%

0%

48%

0%

0%

0%

38%

10 0%

0% 2 0% 40% 60% 80% 100%

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率

（Ｂ／Ａ）

H2 6 0 0

H2 7 0 0 H2 6～H29

H2 8 0 0 0%

H2 9 5 0

H2 6 12 6

H2 7 31 31 H2 6～H29

H2 8 6 2 63%

H2 9 13 0

H2 6 7 0

H2 7 6 2 H2 6～H29

H2 8 14 0 6%

H2 9 4 0

H2 6 3 3

H2 7 0 0 H2 6～H29

H2 8 3 1 57%

H2 9 1 0
105 45

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

国土交通省

点検
実施

年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

高速道路会社

都道府県･政令市等

市町村

0%

0%

0%

0%

50%

100%

33%

0%

0%

33%

0%

0%

100%

0%

33%

0%

0 % 20% 4 0% 6 0% 80% 1 00 %

１）判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕着手状況

着手率
（Ｂ／Ａ）

H26 10 10

H27 3 3 H26～H29

H28 3 3 10 0%

H29 6 6

H26 2 2

H27 12 2 H26～H29

H28 0 0 29%

H29 64 19

H26 1 1

H27 97 20 H26～H29

H28 4 13 62 10%

H29 3 48 3

H26 1 18 32

H27 3 25 103 H26～H29

H28 2 96 95 27%

H29 2 18 29
1,9 16 3 90

点検
実施
年度

修繕が必要な
施設数（Ａ）

修繕に着手済
み

の施設数（Ｂ）

国土交通省

高速道路会社

都道府県･政令市等

市町村

100%

100%

100%

100%

100%

17%

0%

30%

100%

21%

15%

1%

27%

32%

32%

13%

0 % 20% 4 0% 6 0% 80% 100 %

岡山県の点検結果・ 修繕実施状況 【 速報値】

橋梁

【 点検診断結果（ 平成２６～３ ０年度） 】

※平成26～29年度に判定区分Ⅲ、Ⅳと診断された施設のうち、平成 30年度までに
修繕（設計を含む）に着手した割合 （H31 3末時点）

資
料
３
-６

【 管理者別修繕着手状況（ 平成2 6～29年度点検施設） 】

○１巡目（平成２６～３０年度）の点検結果は、（早期措置段階）以上が、橋梁で約１割、トンネルで約５割、道路附属物等で約２割

○修繕の着手状況（平成２６～２９年度点検までを集計）は、以下のとおり。

橋 梁 ：国土交通省100％、高速道路会社29％、県・政令市等10％、市町村27％

ト ン ネ ル ：国土交通省は0％、高速道路会社、約63％、県・政令市等6％、市町村57％

道路附属物等：国土交通省は75％、高速道路会社、約80％、県・政令市等9％、市町村38％

トンネル

道路附属物等

16



【機密性２２巡目（Ｒ元～Ｒ５）の計画（岡山県内）

管理者 施設数

点検計画 点検

計画

無しＲ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

橋
梁

国土

交通省

(27.9%) (18.7%) (13.1%) (22.7%) (17.6%)

1,042 291 195 136 237 183 0

高速道路
会社

(21.7%) (24.7%) (22.8%) (18.4%) (12.3%)

732 159 181 167 135 90 0

地方

公共団体

(14.1%) (16.1%) (25.7%) (29.5%) (14.6%)

31,333 4,404 5,058 8,067 9,232 4,557 5

合計
(14.7%) (16.4%) (25.3%) (29.0%) (14.6%)

33,107 4,854 5,434 8,370 9,604 4,840 5

ト

ン

ネ
ル

国土
交通省

(0.0%) (0.0%) (81.8%) (0.0%) (18.2%)

11 0 0 9 0 2 0

高速道路

会社

(34.7%) (12.2%) (20.4%) (26.5%) (6.1%)

98 34 12 20 26 6 0

地方
公共団体

(24.3%) (11.0%) (17.6%) (24.3%) (21.3%)

136 33 15 24 33 29 2

合計
(27.3%) (11.0%) (216%) (24.1%) (15.1%)

245 67 27 53 59 37 2

道

路

附
属

物

等

国土

交通省

(9.3%) (25.3%) (29.0%) (21.0%) (15.4%)

162 15 41 47 34 25 0

高速道路
会社

(29.0%) (22.6%) (29.0%) (8.1%) (10.4%)

221 64 50 64 18 23 0

地方

公共団体

(9.4%) (13.8%) (20.1%) (35.0%) (21.8%)

363 34 50 73 127 79 0

合計
(15.1%) (18.9%) (24.7%) (24.0%) (17.0%)

746 113 141 184 179 127 0

※管理施設数①はH31.3.31現在の見込み施設数。

14.7%

27.3%

15.1%

16.4%

11.0%

18.9%

25.3%

21.6%

24.7%

29.0%

24.1%

24.0%

14.6%

15.1%

17.0%

点検計画 R1 点検計画 R2 点検計画 R3

点検計画 R4 点検計画 R5

※四捨五入の関係で表示の合計が合わない場合がある。

橋梁

ﾄﾝﾈﾙ

道路附属物等

資
料
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【機密性２令和元年度 道路メンテナンス会議等主催の研修等（メンテナンス会議）

■研修・講習会の実施計画

定期点検要領の見直しに関する説明会等

講習会名 対象者 研修期間 研修目的

1

実務担当者を対象

とした定期点検要

領（技術的助言）の

説明会

地方自治体職員
H31.5. 16 定期点検のための知識習得すること

を目的

2
溝橋の定期点検実

務講習会

国・地方自治体職員

コンサルタント技術者
H31.4～

溝橋を対象に点検のための知識習得

することを目的

3
点検支援技術活用

講習会

道路管理者職員

コンサルタント技術者

R元.7. 17
点検支援技術に対する理解を深め、
定期点検業務の中での技術の活用方

法や留意点等に関する知見を習得す
ることを目的

4
トンネル点検に関す
る見学会

道路管理者職員
R元7.2 2 点検作業の効率化を目指したトンネル

点検車による点検の視察

※県市町村(11)
17名参加

資
料
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【機密性２令和元年度 道路メンテナンス会議等主催の研修等（岡山県）

■研修・講習会の実施計画

研修名 対象者
参加人

数
研修期間 研修目的 カリキュラムの概要

1
橋梁保全に関
する講習会

自治体職員、建設コ

ンサルタント及び土木
建設会社

50人

（予
定）

H31. 6.27～28

２日間

橋梁を対象に点検や予防保

全のための知識習得すること
を目的

・点検のポイント、点検記録の･ 法、
マニュアルの解説

・現地にて、点検マニュアルに沿っ
た損傷区分を判定し、点検結果を

持ち寄り、グループワークを実施

2

道路構造物の

点検と対策（基
礎）講座

自治体職員 22人

H31. 6.14

１日

道路構造物を対象に点検や

予防保全のための知識習得
することを目的

・座学による道路構造物（トンネル

や大型カルバートなどの道路附属
物）の点検業務に関する講習

3
岡山県橋梁保
全実践講座

自治体職員 30人
H31. 10月頃

１日

小規模な橋梁を中心に、直営

点検の実施に資する現場実
習を核とした実践的な講座を

開催することにより技術力の
向上を目的

・市町村管理橋梁を題材に、現場で
実際にものを見ながら点検のポイント

等について研修を行う

4
道路メンテナン
スミーティング

自治体職員 40人
H31. 2月頃

１日

橋梁等の道路施設のメンテナ
ンスを行っていく中で、苦慮し

ている事案等について、県・
各市町村の担当職員が意見

を出し合いながら方向性等の
検討を行い、併せて、道路メ

ンテナンスに関する技術力の
向上を図ることを目的

・事前に、市町村から提出された相談
事項及び県提案事項について、県

等からの情報提供や意見交換を実
施

19



【機密性２令和元年度 道路メンテナンス会議等主催の研修等（岡山国道事務所）

■研修・講習会の実施計画

担い手育成

研修名 対象者
参加
人数

研修期間

1 橋梁点検実習 岡山理科大学生 29人 R元.6.21

2 橋梁点検実習 岡山大学生 47人 R元.8.8

20
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